
～もやせるごみを
ダンボールに入れて
出さないでください～

【尾道・御調・向島地区】

【因島地区（原・洲江含む）】
【瀬 戸 田 地 区】

尾道市クリーンセンター
衛生施設センター【持込】・清掃事務所【収集】
南部清掃事務所
南部清掃事務所瀬戸田分所

（☎0848-48-2900）

（☎0845-24-0432）
（☎0845-27-0454）

問

問

問
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くらしの窓 市からのお知らせ

第12回戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金の出張受付
　戦没者等の死亡当時の遺族で、 ４月１日に公務扶助料
や遺族年金等の年金を受ける人（戦没者等の妻や父母等）
がいない場合に、 先順位の遺族１人に支給します。
※支給順位等、 詳しくは広報おのみち４月号でご確認ください。
出張受付場所　浦崎公民館　６月17日㈫
　　　　　　　百島支所　　６月24日㈫
出張受付時間　9：00～11：30　13：00～15：00
必要なもの　４月１日以降の戸籍抄本、 本人確認書類（顔
　写真がない場合は２通）、 前回の裁定通知書等
※人により、 必要書類や戸籍の種類が異なります。
■本庁と上記以外の支所での受付も開始しています。
　（令和10年３月31日㈮まで）
問社会福祉課（☎0848-38-9122）

5月26日㈪から戸籍にフリガナが
記載されます
　６月以降、 本籍地の市区町村から戸籍に記載されるフ
リガナの通知が届きます。
■フリガナが誤っている
⇒必ずフリガナの届出をしてください。 受理され次第、 
戸籍に記載されます。
■フリガナが正しい
⇒届出をしなくても令和８年５月26日㈫以降に戸籍に記
　載されます。
【詐欺にご注意】フリガナの届出に
　手数料はかかりません。
※詳しくは、 法務省HPをご覧ください。
問市民課（☎0848-38-9150）

後期高齢者医療制度の資格
確認書の一斉更新について

6 月の出張販売 5 ／18㈰
13：30～

イスの布カバー張り替え教室
定 １人  料100円　持張替用布・スポンジ

 6／  6㈮
10：15～11：45

 5 ／30㈮
 ～6／  8㈰

ごみゼロの日記念 ｢古本・CD半額セール｣

 6／10㈫～ 時の記念日「時計の売り出し」 HP https://www.facebook.com/
   onomichi.recycle

ダンボール箱で生ごみを堆肥にしよう
定 2人　料600円　持ダンボール箱2個

因島総合支所1階デッキ

瀬戸田市民会館前駐車場 

道の駅クロスロードみつぎ

市民センターむかいしま

10：30～14：00

10：30～14：00

10：00～14：00

10：00～14：00

6／10㈫

6／11㈬

6／13㈮

6／14㈯

環境資源リサイクルセンター （☎0848-48-2212）
10：00～16：30／月・木・祝日休館

令和７年度シティクリーニング
（尾道地域）の予定

不法投棄は悪質な“犯罪”です。

　必ず分別をして持ち込んでください。
　（資源物・粗大ごみを含む）
※向島クリーンセンター・因島リサイクルセンター
は休日の持込受付はありません。

※日程が異なる町内会もあります。
※御調町・向島町・因島各町・瀬戸田町は従来の方法
で実施予定です。

問（一社）公衆衛生推進協議会（☎0848-24-1177）

５月の「休日」 ごみ持込のお知らせ
（対象は家庭ごみです。）

8：30～11：00

8：30～12：00

24日㈯

25日㈰

御調清掃センター
尾道市クリーンセンター
南部清掃事務所
瀬戸田名荷埋立処分地

6月  1日㈰
6月  8日㈰
6月15日㈰

向東、 山波、 日比崎
吉和 、 長江
木ノ庄東 、 原田 、 百島

急な休館やイベント情報などを発信しています。

自動車税種別割（県税）・軽自
動車税種別割（市税）の納期
限は６月２日㈪
　令和７年度県税の自動車税種別
割・市税の軽自動車税種別割の納期
限は、 ６月２日㈪です。 納期限内に
納税をしてください。
【自動車税種別割（県税）について】
問東部県税事務所　課税第二課
　（☎084-921-1310）
　尾道分室（☎0848-25-2011）
【軽自動車税種別割（市税）について】
問市民税課
　（☎0848-38-9213）

二輪小型自動車の納税証明書
（継続検査用）郵送を廃止します
　４月から二輪の小型自動車（排気
量250㏄超）が軽JNKSの対象にな
り、 車検時の納税証明書の提示が
原則不要となります。
　これに伴い、 二輪の小型自動車
について、 口座振替、 スマートフォ
ン決済アプリで納期限内に納付し
た人に対しての納税証明書（継続検
査用）の郵送を廃止します。
　令和５年１月から軽自動車税納
付確認システム（軽JNKS）が開始さ
れ、 軽自動車検査協会で車検を受
ける車両については納付状況をオ
ンラインで確認できるようになっ
ています。
問収納課（☎0848-38-9172）

日曜にも
受け取れます
マイナンバーカード
対マイナンバーカード（個人番号カ
ード）の交付案内が届いた人

日  5月25日㈰、 6月８日㈰ 8：30～
12：00次は６月29日㈰です。

場本庁市民課のみ
※市民課以外の各支所が交付場所
になっている人は、交付日の４日
前までに交付場所変更の連絡を
してください。

持・マイナンバーカード交付通知書                     
    兼照会書（交付案内に同封）
　・本人確認書類（交付案内参照）
　・通知カード（回収します）
　・住民基本台帳カード
　 （回収します・お持ちの人のみ）
問市民課（☎0848-38-9166）

手話通訳者が窓口で
お手伝いします
日  5月20日㈫、  6月17日㈫ ９：00
～12：00　手話通訳が必要な人
は社会福祉課窓口へお越しくだ
さい。 市役所本庁での手続きな
どをお手伝いします。
※来庁時間が分かる場合は事前に
お知らせください。

問社会福祉課
　（☎0848-38-9125・
　 FAX   0848-38-9206）
　 e s-fukusi@city.onomichi.hiroshima.jp

　マイナンバーカードと電子証明書の有効期限が近付くと、 それぞれ更
新のお知らせが届きます。 申請可能な場所が異なるので、 どちらの更新
か確認してください。

　後期高齢者医療制度に加入する人に
は、 マイナ保険証の有無に関わらず、 
申請なしで、 令和８年７月末まで使え
る「資格確認書」をお届けします。
（令和７年８月からの資格確認書は、 
７月中にお届けする予定です。）
マイナ保険証での受付が難しい人で
も、 「資格確認書」で医療を
受けられますので、 ご安心
ください。
問保険年金課
　（☎0848-38-9135）

物価高騰重点支援臨時給付金（3万円）の
申請はお済ですか？
　国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対
策」にもとづき、 令和６年度住民税非課税世帯や住民税均等割の
み課税世帯の世帯主、 その世帯にいる18才以下の子どもに対
し、 給付金を支給しています。
　対象者へ給付金支給のお知らせや確認書を送付しています。 確認書の
申請期限を過ぎると給付金は支給できませんので、 期限までに必ず提出
してください。※詳細は市HPか広報おのみち２月号６頁（非課税世帯向
け）か３月号９頁（均等割のみ課税世帯向け）をご確認ください。
給付金額　１世帯あたり３万円（子ども１人あたり２万円を加算）　
申確認書に同封の返信用封筒で返送　申請期限　５月30日㈮【消印有効】
送付先　〒722-8501 久保一丁目15－1 尾道市臨時給付金担当
問尾道市給付金コールセンター
　（☎050-2030-2712／８：30～17：15※土・日・祝日を除く。）

■マイナンバーカード
　有効期限は約10年
　（18歳未満の人は約５年）
　場本庁市民課・各支所のほか、 市
　　内26の郵便局

■電子証明書
　有効期限は約５年
　 場本庁市民課・各支所（百島支所
　　を除く）のみ
※郵便局では更新できません。

マイナンバーカードの更新ができる郵便局
尾道・尾道古浜・尾道しまなみ・尾道則末・尾道長江・尾道山波・高須・浦
崎・美ノ郷・原田・向島・向島中・向島西・向島東・立花・彦ノ上・岩子島・因
島土生・因島三庄・因島三庄南・中庄・重井・因島大浜・御寺・名荷・上川辺
の各郵便局
※撮影した写真の印刷やデータのお渡しはできません。
※申請から受取まで約１カ月かかります。
受付時間　平日９：00～17：00（ただし郵便局の営業時間に限る）
対次のすべてに該当する人
・尾道市に住民票がある　・有効期限通知書が届いた人
・申請時に本人が窓口（郵便局）に来ることができる
・申請後２カ月以内に転出する予定がない
■カードの受け取り　本庁市民課、 各支所

マイナンバーカードの有効期限（約10年）が
近付いたら更新を！ 郵便局でも手続きできます

問市民課（☎0848-38-9166）

▲厚生労働省
HP

▲法務省HP

▲市HP

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/mainahokensho/campaign2024/index.html
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/life/11/59/273/

